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一次答申草案に関し、別紙の通り意見を提出します。



別紙

接続ルールの見直しに関する意見接続ルールの見直しに関する意見接続ルールの見直しに関する意見接続ルールの見直しに関する意見

１．指定電気通信設備の範囲１．指定電気通信設備の範囲１．指定電気通信設備の範囲１．指定電気通信設備の範囲

（１）移動体通信設備の扱い（１）移動体通信設備の扱い（１）移動体通信設備の扱い（１）移動体通信設備の扱い

①①①①    支配的事業者の定義支配的事業者の定義支配的事業者の定義支配的事業者の定義

 現在の日本の電気通信事業法上で、第一種電気通信事業者には、設備に着目した指定電気通信事業

者と非指定電気通信事業者が存在します。指定電気通信事業者は、都道府県の区域ごとに、固定系

加入者回線のシェアが 2 分の１以上で、その県内電気通信設備が他の電気通信事業者のサービス提

供に不可欠なエッセンシャルファシリティである事業者（即ち NTT 地域会社）が該当します。し

かし、近年のインターネットに代表される技術革新により、一部の指定電気通信設備を利用した定

額インターネットサービスや反競争的な割引サービスを NTT 地域会社が独占的に提供しており、

このような設備に着目した事業法では規制できなくなっております。

 一方、欧米では、設備に着目するのではなく、市場シェアや料金のコントロール力により、支配的

事業者を定義しております。例えば、米国では、FCC 83-481にて支配的事業者を“供給量を制

限することにより料金を吊り上げる能力、又は、収益を減少させるほど多数の顧客を失うこと無し

に、料金を競争的水準より高いレベルに引き上げて維持することができる能力を持つ事業者”と規

定しております。

 このように諸外国の中でも特異で、国内でも設備に着目した規制に限界や問題が見えている状況で、

今後も設備をベースとした規制を続けることは、日本の規制環境は一向に改善することも無く、Ｉ

Ｔ革命による経済成長は実現されないと考えます。

 よって、設備に着目した規制を撤廃し、市場支配力と公正競争促進に着目した競争法を早急に導入

すべきと考えます。一次答申草案では、指定電気通信設備に着目した規制が市場支配力に着目した

規制と共存するような形になっておりますが、ＩＴ革命による経済成長の基礎を競争促進におくの

であれば、これに呼応した一貫性のある規制（すなわち設備の有無に関わらず市場支配力に着目し

た規制）がなされるべきであると考えます。

                ②②②② NTT NTT NTT NTT ドコモの支配的事業者性ドコモの支配的事業者性ドコモの支配的事業者性ドコモの支配的事業者性

  移動体通信事業者の不可欠設備の範囲に関し、平成 8 年１２月１９日の電気通信審議会答申以

来、移動体通信事業者は基地局間叉は基地局と交換局間の伝送路を固定通信事業者の設備を利用し、

殆どの通信トラフィックが固定通信事業者との間のものであることから、特別な接続ルールの適用

対象外とされてきました。しかし、業界環境の変化により、携帯電話の加入者数が固定電話加入者

数を上回る勢いで急成長を遂げており、且つ移動体通信事業者間の通信トラフィックも急増してお

り、移動体通信事業者への接続は不可欠となっております。このような環境で、NTT ドコモは移

動体通信市場の約５８％（１９９８年度）のシェアを確保し、発着通信の料金設定権（国際通信は



除く）を所持しており、固定通信事業者から移動体事業者への通信料金を移動体事業者から固定通

信事業者への通信料金より高額に設定しております。前述の米国での支配的事業者の定義や諸外国

で 50％以上の市場シェアを有する事業者を支配的事業者と定義していること等を鑑み、NTT ド

コモは、料金を吊り上げる能力を持ち、固定通信事業者の加入者を上回る移動体通信加入者数を持

つ市場で NTT ドコモは約５８％（１９９８年度）のシェアを持つことから、支配的事業者の要件

を十分に備えていると考えます。

③③③③    移動体通信事業者設備における長期増分費用方式の導入の是非移動体通信事業者設備における長期増分費用方式の導入の是非移動体通信事業者設備における長期増分費用方式の導入の是非移動体通信事業者設備における長期増分費用方式の導入の是非

 現在、移動体通信事業者は、固定電話加入者数を凌ぐ加入者数へサービスを提供しており、既に

固定電話サービスは、移動体通信事業者との接続無しでは顧客獲得が困難となっております。その

中でも、上述の理由から支配的事業者と見受けられる NTT ドコモとの接続は非常に重要となって

おり、NTT ドコモの接続料金に非効率が含まれている場合は、他の接続事業者に非効率が転嫁さ

れることになり、公正競争を阻害していることになります。現在、NTT ドコモの接続料は、原価

主義をベースに算定され、電気通信設備とは別の販売促進費用等までも接続料金に加算されており、

接続事業者にとっては不合理な負担を強いられていると考えております。よって、移動体通信事業

者の接続料金の算定根拠についてはの国際比較のような我が国の電気通信産業における競争促進

とは整合性の無い議論をするのではなく、支配的事業者と見受けられる NTT ドコモの接続料金に

は、その市場への影響力も鑑み、接続料金の算定には非効率が加算されることの無い、長期増分費

用算定方式を導入すべきであると考えます。

④④④④    料金設定権の考え方料金設定権の考え方料金設定権の考え方料金設定権の考え方

 現在の移動体通信事業者の発着通信の料金設定権は、国際通信を除き、移動体通信事業者に与え

られております。しかし、移動体通信事業者が業界環境の変化により、携帯電話の加入者数が固定

電話加入者数を上回る勢いで急増していることに伴い、固定通信事業者からの移動体通信事業者へ

の通信も急増し、固定通信事業者の移動体事業者への通信サービスが経営に与えるインパクトも増

大しております。一方、移動体通信事業者は、固定通信事業者への通信料金を高く設定したり、各

種の接続形態をパック料金で安価での提供を可能とするサービスを提供しております。現在は、固

定通信端末を携帯通信端末に乗換えるケースも増加しており、完全に固定通信事業者と移動体通信

事業者は相互に競争状態にあると考えます。仮に移動体通信事業者が展開している全ての接続形態

を対象としたパック料金サービスを固定通信事業者が展開しようとした場合、現在重要となってい

る接続形態の固定端末から携帯端末への料金設定ができなく、このようなパック料金サービス展開

が妨げられることになります。移動体通信事業者（競争事業者）が料金設定権を所持する限り、固

定通信事業者はサービス展開が制限され、移動体通信事業者と固定通信事業者間の公正な競争が実

現されないと考えます。よって、公正競争上、早急に固定通信事業者からの移動体通信事業者への

通信に関し、料金設定権を固定通信事業者へ移すべきと考えます。

  



（２）光ファイバ設備の扱い（２）光ファイバ設備の扱い（２）光ファイバ設備の扱い（２）光ファイバ設備の扱い

            ①①①①    光ファイバ設備の指定電気通信設備性光ファイバ設備の指定電気通信設備性光ファイバ設備の指定電気通信設備性光ファイバ設備の指定電気通信設備性

  本来のアンバンドリングは、市場への早期競争導入と低料金の新通信サービスの展開を促進させ

るため、新規参入事業者に銅線ケーブルだけでなく、既存通信事業者の通信設備の全要素を提供す

ることであります。米国では、通信法第 251 条にて既存通信事業者は非差別にネットワーク要素

へのアクセスを提供する義務を規定し、第３条にてネットワーク要素につき設備、装置、設備の特

質、機能、容量と定義しております。米国の新規参入事業者には、通信事業に必要な殆どの設備を

既存通信事業者からアンバンドル要素として借用している事業者も存在しております。また、その

料金算定には提供事業者の非効率要素が含まれていないかたちでの長期増分費用算定方式（LRIC）

が導入されております。しかし、日本では米国のようなアンバンドルに関する規定も無いため、参

入事業者も少なく、新規参入事業者が短期間に通信事業を展開することができず、従って競争促進

の障害となっております。

  ネットワーク構成要素の中で光ファイバ設備は、既に NTT 地域会社は豊富な光ファイバ設備（中

継系、端末系）を広範囲に保有しております。一方、新規通信事業者がネットワーク（中継系、端

末系）構築する際には、線路敷設権が十分に整備されていない日本では、膨大な時間・労力・投資

を強いられることになります。また、ネットワークサービスの高速化の要望が増す中で、光ファイ

バ設備は、高速サービス提供に非常に重要で貴重な不可欠設備となっております。よって、光ファ

イバ設備は、その貴重性や不可欠性に鑑み、十分に指定電気通信設備に値すると考えます。

米国でのアンバンドリング対象要素米国でのアンバンドリング対象要素米国でのアンバンドリング対象要素米国でのアンバンドリング対象要素（参考）（参考）（参考）（参考）

 １） 銅線、ダークファイバー、大容量回線、構内配線

 ２） サブループ（ループの一部）

 ３） ネットワークインターフェース装置（ループ装置と構内配線を接続する装置）

 ４） 市内回線交換機（増幅、圧縮装置も含む）

 ５） 局間伝送装置（ダークファイバーを含む）

 ６） STPs（Signaling Transfer Points），CRD (Call-Related Databases)への

      接続（回線情報、フリーダイヤル、ポータビリティ、運用サービス、先進インテ

      リジェントネットワーク等のデータベース）

     ７） 運用サポートシステム（オーダー、供給、保守、復旧、Billing 機能、全てのル

          ープ品質情報へのアクセス）

②②②②    光ファイバ設備への長期増分費用方式の適用光ファイバ設備への長期増分費用方式の適用光ファイバ設備への長期増分費用方式の適用光ファイバ設備への長期増分費用方式の適用

 長期増分費用算定方式（LRIC）は、地域通信市場への参入を促進させるため、支配的事業者の非

効率を排除したネットワーク要素の算定をする方式であります。米国では、光ファイバ設備だけで

なく、他のネットワーク要素に長期増分費用算定方式（LRIC）が用いられており、支配的事業者の



非効率が他事業者へ転嫁されない規制環境を整備しております。特に光ファイバ設備は、ネットワ

ークサービスの高速化に伴い、各通信事業者の投資内訳からも分かるように、圧倒的に銅線ケーブ

ルより光ファイバ設備に多くの投資がなされ、明らかに高い需要が見込まれておます。仮に長期増

分費用算定方式（LRIC）による料金算定や提供条件等の規制が導入されないままでアンバンドリン

グが実現されれば、既存のＩＲＵ契約と何ら変わること無く、アンバンドル要素の借用料金に非効

率が含まれ、他事業者に転嫁される可能性が十分存在することになり、実質的な競争促進が実現さ

れなくなります。合理的理由もなく、長期増分費用算定方式の導入をしない無意味なアンバンドリ

ングは、通信市場に本格的に競争を導入する結果にはならず、地域通信市場は独占が続くことにな

ると考えます。

 よって、事業法上にて既存通信事業者のネットワーク要素（米国通信法第３条の定義）の提供を

義務化及び各要素の料金算定には NTT の非効率が含まれることの無い長期増分費用算定方式

（LRIC）の２点が導入されることが重要であり、これらについて法律にて規定すべきと考えます。

③③③③ 光ファイバ設備を接続の為に設置する義務光ファイバ設備を接続の為に設置する義務光ファイバ設備を接続の為に設置する義務光ファイバ設備を接続の為に設置する義務

 光ファイバ設備への接続に関し、ＮＴＴ地域会社にアンバンドリングの要望をした場合、事業法

第３８条に基き、接続に応じる義務は存在します。しかし、接続する設備の有無に関する情報の透

明性が無く、且つ拒絶する場合の合理的理由の提示義務も事業法で規定されていないため、不当な

拒絶がなされる可能性が存在します。よって、不当な拒絶を防止するために、光ファイバの空き状

況を独立機関が認定・公開（防衛庁向け等の重要回線部分は除く）し、提供を拒否する場合には、

書面にて拒否する理由等の提示を義務づけるべきと考えます。

 また、現在 NTT 地域会社から管路等を借用する契約は、不公正な条件（例：① 短期の契約期間、

② 工事主体は NTT に限る、③ NTT から返還要望あった場合には、１年以内に返還すべき、④ 工

事完了まで８ヵ月以上等）の上で承諾せざるを得ない状況が存在することから、アンバンドリング

に関する契約内容に関しては、電気通信事業者のネットワークを構成する要素である重要性を鑑み、

保守・工事主体やその範囲、契約期間、提供までの期間等につき、明確に法律で規定すべきと考え

ます。

（３）中継系伝送路設備等の扱い（３）中継系伝送路設備等の扱い（３）中継系伝送路設備等の扱い（３）中継系伝送路設備等の扱い

 現在インターネット等のデータ伝送役務の範囲に分類されるサービスが急拡大する中で、指定電

気通信設備の範囲にデータ伝送役務が含まれないことは、支配的事業者がインターネット関連サー

ビスに代表するデータ伝送役務が比較的制約も無く展開が可能であることになります。また、他の

事業者を排したままで、その市場支配力と非指定電気通信設備を介した指定電気通信設備を利用し

たサービスが提供可能となっております。現在、ＮＴＴ地域会社がサービスを提供している定額Ｉ

Ｐサービス（フレッツｉ）は、非指定電気通信設備と指定電気通信設備を合体させたデータ伝送役

務であり、指定電気通信設備部分の独占性を利用し、他の第一種電気通信事業者の接続を拒絶して

いる反競争的なサービスと考えております。このような反競争的サービスの展開を可能にできる規



制は、早急に改定し、役務や指定電気通信設備に関係なく支配的事業者のネットワーク要素（中継

系伝送路設備を含む）に関しては、支配的事業者に接続の義務を法律に明記すべきと考えます。

２．２．２．２．    接続料と利用者料金との関係接続料と利用者料金との関係接続料と利用者料金との関係接続料と利用者料金との関係

（１）（１）（１）（１）    接続料と定額的な利用者料金等の水準接続料と定額的な利用者料金等の水準接続料と定額的な利用者料金等の水準接続料と定額的な利用者料金等の水準

        ①①①①    内部相互補助の疑い内部相互補助の疑い内部相互補助の疑い内部相互補助の疑い

 地域通信市場において、平成１０年度の接続会計で指定設備管理部門が４,６６５億円の黒字、指

定設備利用部門が２,３３６億円の赤字であり、NTT 地域会社の小売サービスが卸売事業である相

互接続料金と比して安価に設定されているケース（以下 １）参照）が見受けられ、内部相互補助

が行われていると考えざるを得ないと考えます。

 １）割引サービス（テレホーダイ、タイムプラス、ｉアイプラン等）

NTT 地域会社（特に NTT 西日本）は、現在の指定設備利用部門の利益が赤字にもかかわらず、

地域通信サービスで NTT 東日本と同額の料金を設定し、且つ割引サービス（テレホーダイ、

タイムプラス、アイアイプラン等）まで導入しております。これは、事業者に NTT 西日本の

割引サービスからの損失等から起因する赤字を転嫁していることになると考えます。また、地

域通信サービスの割引後の料金と相互接続料金を比較した場合には、割引後の小売料金が安価

になるケースも存在します。

     ②②②②    定額的接続料の設定定額的接続料の設定定額的接続料の設定定額的接続料の設定

 定額的な接続料金の設定の要否に関し議論する前に、割引サービスの問題性の核心は、NTT

地域会社が割引サービス（テレホーダイ、タイムプラス、アイアイプラン等）を他通信事業者

の電話番号への着信呼に対して適用しないこと、つまりＮＴＴ地域会社（支配的通信事業者）

の反競争的行為にあるという点に着目する必要があります。支配的事業者が地域通信市場の独

占性を利用したサービスを他事業者へ着信させないことは、公正競争を阻害しているため、公

正競争上の問題を早急に解決する必要があると考えます。

 仮にＮＴＴ地域会社が定額的な接続料金の設定をする場合は、ＮＴＴ地域会社が提供するｉア

イプラン、テレホーダイ、タイムプラス等の割引サービスは従量制と定額制が入り交じった料

金設定であり、今年から導入される従量制接続料金に関する長期増分費用算定方式、事業者間

精算方式等との関連性や影響に関し十分な議論をなす必要があると考えます。ＮＴＴ地域会社

の定額的接続料金についても、非効率を排除し、かつ、定額的接続においても NTT 地域会社

に対して他事業者が十分に競争力を有する接続料金を早急に設定する必要があると考えます。

結果として、NTT 地域会社以外の通信事業者の顧客は、その選択により、従量制または定額制

のサービスが競争的な価格にて受けられるようにすべきであり、これを確保するためには、非

効率を排除したかたちでの従量制および定額制の接続の組み合わせを実現すべきと考えます。

 また、NTT 地域会社の圧倒的なシェアに基づく支配的地位に着目し、NTT 地域会社の顧客間

のみで適用される割引定額料金が、これと競合する他通信事業者の定額サービスを市場から排



除する性質のものでないことを確保することが必要であると考えます。

③③③③    利用者向けサービスの提供と接続条件の設定利用者向けサービスの提供と接続条件の設定利用者向けサービスの提供と接続条件の設定利用者向けサービスの提供と接続条件の設定

 現在、ＮＴＴ地域会社が提供しております“フレッツｉ“に関し、当初サービス提供を試験サ

ービスとして、東京、大阪という広範囲で提供を開始されておりました。省令での試験サービ

スの適用要件に利用者の範囲を限定する必要性が規定されているにもかかわらず、東京、大阪

という広範囲は、弊社の業務エリア以上の広範囲であり、省令上の利用者の範囲限定に該当す

るのか相当曖昧であります。このように、支配的事業者が利用者向けサービスの提供をする場

合に、接続条件が設定されないまま、本格的サービスと同等の広範囲での試験サービスを展開

させることは、公正な競争促進を阻害することになります。よって、支配的事業者が利用者向

けサービスの提供をする場合には、事前にパブリックコメント等により接続条件等につき公開

された場で十分議論される必要があると考えます。

３．その他３．その他３．その他３．その他

 （１）相互接続までの期間と費用（１）相互接続までの期間と費用（１）相互接続までの期間と費用（１）相互接続までの期間と費用

 標準工期としてＮＴＴ地域会社と相互接続点を新設する場合は、申込から１２ヶ月、相互接続

用伝送路を増設する場合は、申込から１１ヶ月（申込は、毎年５月と９月の２回のみ）であり、

事前交渉を含めると１年以上を要しております。実際に、ＮＴＴコミュニケーションズとの相

互接続伝送路の増設は、３ヶ月程度にて実現されており、昨今の通信トラフィックの伸びや新

規参入事業者の増加を考えますと、ＮＴＴ地域会社との相互接続にこのような長期間を要する

ことは、事業展開への大きな障害となっており、申込受付期間及び工期の短縮をすべきと考え

ます。また、ＮＴＴ地域会社に、この標準工期の短縮の要望をした場合には、短縮工事費及び

緊急対策工事費の名目で法外な工事費を要求されます。標準工期を６ヵ月以内の短縮の場合は、

短縮工事費、６ヵ月以上の短縮の場合は、短縮工事費と緊急対策工事費が請求され、接続回線

数によっては、数億円の費用が必要となります。このような独占事業者による競争促進を阻害

する事項につき、法律にて規制すべきと考えます。


